
 

 

管理獣医師勤務体制確認書 

 

 令和○○年○○月○○日  

 

  福 岡 県 知 事 殿 

 

                  住  所 福岡市東区箱崎ふ頭五丁目５番５号 

                            開設者       マンション箱崎２０１号 

                               氏  名 株式会社 いぬねこ    印 

                            

  このたび、いぬねこクリニック東医院および、いぬねこクリニック南医院を開設 

するにあたり、管理獣医師（福岡 太郎）の勤務体制及び施設管理方法を下記内容のとお

りとします。 

 なお、勤務体制を変更した場合、獣医療法第３条に基づき診療施設変更届を１０日 

以内に提出します。 

  

記 

１ 管理獣医師勤務体制 

   

いぬねこペットクリニック東医院：毎週月～水曜日 １０：００～１８：００ 

  いぬねこペットクリニック南医院：毎週木～土曜日 １０：００～１８：００ 

          

東医院  南医院 

      月       ○終日 

  火  ○午前  ○午後 

  水  ○午前  ○午後 

  木   

  金       ○午後 

  土  ○終日 

  日  ○午前  ○午後 

       

２  

管理獣医師が不在となる診療施設においては診療行為を行わず、診療施設に施錠を 

 し、診療器具、医薬品についての管理についても十分注意を払う。 

   

管理獣医師が不在となる診療施設においては、診療施設、診療器具、医薬品等の管理

について管理獣医師が他の獣医師に指示を行い、適切な管理をする。 

管理獣医師勤務体制確認書記入例 
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届出と同じ印を押印 

他の獣医師がいる場合 

例１ 

例２ 

他の獣医師がいない場合 


